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○あきる野市就学援助費支給要綱

平成７年９月１日

教委通達第１号

改正 平成８年４月１日教委通達第２号

平成１６年２月１７日教委通達第１号

平成１７年３月８日教委通達第１号

平成１７年６月１日教委通達第４号

平成１８年３月１５日教委通達第２号

平成１９年９月２８日教委通達第１号

平成２０年２月１９日教委通達第２号

平成２１年３月２６日教委通達第３号

平成２６年３月７日教委通達第２号

平成２７年２月１２日教委通達第１号

平成２７年１２月２２日教委通達第３号

平成２９年３月２２日教委通達第１号

平成３０年１１月１５日教委通達第１号

平成３１年３月１８日教委通達第１号

（趣旨）

第１条 この要綱は、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１９条の規定に基づき、経済的理由により

就学困難な児童及び生徒の保護者に対して、あきる野市が学用品費等を支給する就学援助について必要な

事項を定めるものとする。

（平１７教委通達１・平１７教委通達４・平２０教委通達２・平２９教委通達１・一部改正）

（支給対象者）

第２条 就学援助の支給対象者は、市内に住所を有し、又は市立学校（あきる野市立学校設置条例（平成７

年あきる野市条例第４７号）第１条に規定する小学校及び中学校をいう。以下同じ。）に在学する学齢児

童（以下「児童」という。）及び学齢生徒（以下「生徒」という。）の保護者（学校教育法第１６条に規

定する保護者をいう。以下同じ。）並びに小学校又は中学校に入学する前年度において市内に住所を有

し、又は翌年度市立学校に入学することを教育委員会が承諾した未就学児及び児童の保護者で、次の各号

のいずれかに該当するものとする。

（１） 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第１項に規定する被保護者

（２） 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９５条第１項に規定する市町村民税の非課税の者

（３） 地方税法第７２条の６２の規定により個人の事業税の減免を受けている者

（４） 地方税法第３２３条の規定により市町村民税の減免を受けている者

（５） 地方税法第３６７条の規定により固定資産税の減免を受けている者

（６） 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第７７条の規定により保険料の減免若しくは徴収

の猶予又は地方税法第７１７条若しくは第１５条の規定により保険税の減免（あきる野市国民健康保険

税条例（平成７年あきる野市条例第８９号）附則第１８項の規定により読み替えて適用する場合を除

く。）若しくは徴収の猶予を受けている者

（７） 国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）第８９条及び第９０条の規定により国民年金の掛金の

免除を受けている者

（８） 児童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８号）第４条の規定により児童扶養手当を支給されてい

る者

（９） 当該年度の前年の保護者及び保護者と同一世帯に属する者の総収入金額（事業収入等（譲渡所得

は除く。）は、必要経費控除後の金額に当該年の給与所得控除額を加算した金額）が、次条に規定する

基準により算定した額（以下「基準需要額」という。）の１．５倍以下の世帯の者

（１０） 前各号に掲げるもののほか、福祉事務所長、学校長又は民生委員の意見により教育委員会が特

に認めるもの

（平１６教委通達１・平１７教委通達４・平２０教委通達２・平２６教委通達２・平２９教委通達

１・平３０教委通達１・平３１教委通達１・一部改正）

（基準需要額）

第３条 前条第９号に規定する基準需要額とは、生活保護法第８条の規定による生活保護基準額表で平成２

５年４月１日現在のものの２級地―１用を用い、次の各号により算定した年額とする。

（１） 第１類

（２） 第２類（冬季加算含む。）

（３） 教育扶助

（４） 住宅扶助（家賃、間代、地代等の額（月額）の特別基準を限度とし実費）

（５） 学校給食費（当該年度における実費）
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（平１６教委通達１・平２７教委通達１・平２９教委通達１・平３０教委通達１・一部改正）

（申請）

第４条 児童又は生徒の保護者で就学援助を受けようとするものは、就学援助費支給申請書（様式第１号。

以下「申請書」という。）に関係書類を添えて、教育委員会に申請しなければならない。

２ 翌年度小学校第１学年になる未就学児の保護者で新入学児童生徒学用品費の支給を受けようとするもの

は、教育委員会が指定する日までに就学援助費（新入学児童生徒学用品費）入学前支給申請書（様式第２

号）に関係書類を添えて、教育委員会に申請しなければならない。

（平２６教委通達２・平２９教委通達１・一部改正）

（支給認定等）

第５条 教育委員会は、前条の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、支給認定の可否

を決定し、当該申請をした保護者及び学校長に通知するものとする。

２ 前項に規定する支給認定の可否の決定に当たっては、必要に応じて福祉事務所長、学校長又は民生委員

の意見を求めるものとする。

３ 支給認定の適用年月日は、教育委員会が指定した日までに申請をした者については４月１日とし、その

他の者については申請書を教育委員会が受理した日の属する月の１日とする。

（平１６教委通達１・平２７教委通達１・平２９教委通達１・一部改正）

（支給項目等）

第６条 就学援助の支給項目等は、別表のとおりとする。ただし、第２条第１号に該当する者にあっては、

修学旅行費及び医療費のみを支給する。

２ 前項の規定にかかわらず、学校教育法施行令（昭和２８年政令第３４０号）第８条又は第９条の規定に

より通学している児童又は生徒の保護者には、通学費を支給しない。

３ 第１項の規定にかかわらず、前条の規定により支給認定を受けた者（以下「認定者」という。）が他の

区市町村から支給を受けることができる項目又は既に支給を受けている項目（新入学児童生徒学用品費を

除く。）については、支給しない。

（平１６教委通達１・平１７教委通達１・平２６教委通達２・平２７教委通達１・平２９教委通達

１・平３０教委通達１・一部改正）

（制度の周知）

第７条 教育委員会は、毎年度事業実施の際に学校等を通じて周知文を配布するとともに、広報紙に掲載

し、保護者への周知の徹底を図らなければならない。

（平２９教委通達１・一部改正）

（支給方法等）

第８条 支給方法は、原則として金融機関に振り込むものとする。ただし、学用品費及び通学用品費につい

ては、現物給付で行うことができる。

２ 前項の規定にかかわらず、給食費については、認定者が支払うべき学校給食費に未納がある場合には、

当該認定者の同意を得て、当該学校給食費に充当することができるものとする。

（平１６教委通達１・平１９教委通達１・平２１教委通達３・平２６教委通達２・平２９教委通達

１・一部改正）

（支給時期）

第９条 就学援助費の支給時期は、９月、１月及び３月とする。ただし、修学旅行費、新入学児童生徒学用

品費及び医療費の支給時期については、教育委員会が別に指定することができるものとする。

（平１６教委通達１・平１７教委通達１・平２６教委通達２・平２９教委通達１・一部改正）

（支給認定の取消し）

第１０条 教育委員会は、第５条第１項の支給認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、支

給認定の全部又は一部を取り消すことができる。

（１） 第２条の支給対象者に該当しなくなったとき。

（２） 偽りその他不正な手段により就学援助の支給認定を受けたとき。

（３） その他教育委員会が特に必要と認めるとき。

（平２９教委通達１・全改）

（就学援助費の返還）

第１１条 市長は、前条の規定により支給認定を取り消した場合において、既に就学援助費が支給されてい

るときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

（平２９教委通達１・追加）

附 則

この要綱施行の日の前日までに、合併前の秋川市就学援助費支給要綱（昭和５５年秋川市教育委員会通達

３―２号）又は五日市町就学援助費補助要綱（平成元年五日市町教育委員会告示第７号）の規定に基づいて

なされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。ただし、

支給時期については平成７年度に限りなお従前のとおりとする。
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附 則（平成１７年教委通達第１号）

この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。

附 則（平成１８年教委通達第２号）

この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。

附 則（平成１９年教委通達第１号）

この要綱は、平成１９年１０月１日から施行する。

附 則（平成２１年教委通達第３号）

この要綱は、通達の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成２１年４月１日から施行する。

附 則（平成２６年教委通達第２号）

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。

附 則（平成２７年教委通達第１号）

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。

附 則（平成２７年教委通達第３号）

（施行期日）

１ この要綱は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法

律第２７号）附則第１条第４号に掲げる規定の施行の日（平成２８年１月１日）から施行する。

（経過措置）

２ この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取

り繕って使用することができる。

附 則（平成２９年教委通達第１号）

（施行期日）

１ この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この要綱による改正後の第２条、第４条、第６条、別表及び様式第２号の規定は、平成３０年度以後に

小学校又は中学校に入学する者の保護者に対する新入学児童生徒学用品費の支給から適用し、平成２９年

度分までの新入学児童生徒学用品費の支給については、なお従前の例による。

附 則（平成３０年教委通達第１号）

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。

附 則（平成３１年教委通達第１号）

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。

別表（第６条関係）

（平１６教委通達１・全改、平１７教委通達１・平１７教委通達４・平２１教委通達３・平２７教

委通達１・平２９教委通達１・平３０教委通達１・一部改正）

支給項目 対象学年等 支給額

学用品費等 学用品費 小・中学校全学年 毎年度国の定める基準額とする。

ただし、４月１日適用者以外の者

は、月割りとする。
通学用品費 小学校第２学年～第６学年

中学校第２学年～第３学年

校外活動費（宿泊

を伴わないもの）

小・中学校全学年

校外活動費（宿泊を伴うもの） 小学校第５学年

中学校第１学年又は第２学年

毎年度国の定める基準額とする。

ただし、保護者が負担する経費が

当該基準額を下回るときは、その

金額とする。

通学費 小・中学校全学年 最も経済的な通常の経路及び方法

により通学する場合の交通費（片

道の通学距離が児童にあっては４

キロメートル以上、生徒にあって

は６キロメートル以上の者が通学

に利用する路線バスの旅客運賃）

とする。

修学旅行費 小学校第６学年

中学校第２学年又は第３学年

学校行事として修学旅行に参加す

るために、直接必要となる経費で

児童生徒の保護者から一律に徴収

する額とする。

新入学児童生徒学用品費 翌年度小学校第１学年になる未就

学児及び小学校第１学年（４月１

日適用者に限る。）

毎年度国の定める基準額とする。

ただし、既に新入学児童生徒学用

品費の支給を受けているときは、
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備考 「国の定める基準額」とは、就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する

法律施行令（昭和３１年政令第８７号）第１条に基づき、文部科学大臣が定める額

小学校第６学年及び中学校第１学

年（４月１日適用者に限る。）

当該基準額から当該新入学児童生

徒学用品費の支給額を差し引いた

額とする。

給食費 小・中学校全学年 あきる野市学校給食センターの設

置及び管理運営に関する条例（平

成７年あきる野市条例第４９号）

第４条の規定により教育委員会が

定めた額で児童生徒の保護者から

徴収する額とする。

医療費 小・中学校全学年 学校保健安全法施行令（昭和３３

年政令第１７４号）第８条に規定

する疾病の治療のための医療に要

する費用のうち、健康保険法（大

正１１年法律第７０号）等に定め

る一部負担金の額とする。ただ

し、第２条第１号に該当する者の

うち健康保険等に加入していない

者については、治療のための医療

に要する費用の全額とする。
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様式第１号（第４条関係）

（平２６教委通達２・全改、平２７教委通達１・平２７教委通達３・一部改正、平２９教委通達

１・旧別記様式・一部改正、平３０教委通達１・平３１教委通達１・一部改正）

様式第２号（第４条関係）

（平２９教委通達１・追加、平３０教委通達１・平３１教委通達１・一部改正）


